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はじめに 

 
このたび、「西之表市子ども・子育て支援事業計画」 

策定にあたり、ご挨拶申し上げます。  

近年、急速な少子化の進行とそれに伴う人口減少は、 

社会経済をはじめ、子どもたちを取り巻く社会環境にも 

多くの影響を与えています。また、就労の多様化、家族 

形態の変化等により、子育てに対する経済的・心理的・ 

肉体的な負担や悩みに伴い、保護者の幼児教育・保育 

ニーズの多様化も進んでいます。 

 国におきましては、平成２４年８月に、子ども・子育て三 

法を成立させ、市町村において新たな子ども・子育て支 

援事業計画の策定が義務付けられました。この三法にお 

いて、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するものとされています。 

このことにより、子どもの最善の利益と、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会 

の実現を目指すものです。 

このような背景のもと、本市では『ともに支えあい、夢を持ち安心して子育てができるまち』を基 

本理念として、子どもの健やかな成長を支える〔子どもの育ちの視点〕、子育てを通して親の育ち

を支える〔親としての育ちの視点〕、地域全体で子育て家庭を支える〔地域での支えあいの視点〕

の３つの視点に立ち、さまざまな支援が行えるよう、関係機関との連携推進を図ってまいります。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、２年間にわたり、熱心な討論を重ねられ、ご尽力いただ 

きました「西之表市子ども・子育て会議」の委員の皆さま、アンケート調査にご協力いただきました

皆さま、ご意見・ご提案をいただきました皆さま、関係者の方々に深く感謝し、心から厚くお礼を申

し上げます。今後とも市民の皆様には、子どもたちの健やかな成長と、この計画が着実に推進で

きますよう、更なるご理解とご協力をお願い申し上げます 

 

 

 

平成２７年３月 

 

                       西之表市長   
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